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民 事 訴 訟 手 続 関 係 資 料

○ 民事訴訟手続の流れ（概要）

○ 労働関係民事事件の概況

○ 少額訴訟の概況

○ 訴状の様式

「 」 （ ）・ 簡易裁判所に 給料支払請求の訴え を起こしたい方のために 最高裁判所

・ 簡易裁判所の訴状の様式例（最高裁判所）

・ 簡易裁判所の訴状の様式例（東京簡易裁判所）

○ 少額訴訟等の実情

・ 少額訴訟の利用状況（金融・商事判例別冊「少額訴訟 －理論と実務－ ）」

（ ）・ より利用しやすい一般市民間の紛争解決システムを求めて 判例時報1747号



民事訴訟手続の流れ（概要）

（法133）訴えの提起

（法138）被告への訴状の送達
（ ）口頭弁論期日の指定・呼出し 法139､則60

和
（法87、139）最初の口頭弁論期日

解（

（争いがない場合）法
（争点整理が不要の場合）89、

267）

・ 争点及び証拠の整理手続
（法164～167）付 ・準備的口頭弁論

調 ・弁論準備手続 進（法168～174）
停 ・書面による準備手続 行（法175～178）

協

（

議調
期20

証拠調べ手続 日

）

（

・ ・証拠の申出（法180）
取 ・集中証拠調べ 則（法182）
下 ①証人尋問 95（法190～206） ～

げ ②当事者尋問（法207～211）
③鑑定 98

（
（法212～218） ）

法 （法219～231）④書証
261 （法232、233）⑤検証～

263）

（法153、243、253）等 口頭弁論の終結

判 決
（法250～254）・言渡し

（法255）・判決書等の送達
（注）
「法 ：民事訴訟法」
「則 ：民事調停規則」

確 定 上 訴 「裁 ：裁判所法」
「調 ：民事調停法」
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労働関係民事事件の概況

１．労働関係民事通常訴訟事件

・ 新受・既済件数及び平均審理期間（全国地裁）

（ ）年 度 新受件数 既済件数 既済事件の平均審理期間 月

平成 ３年 ６６２ ６６９ ２０．３

４年 ８９２ ７４６ １８．５

５年 １，３０７ ９９６ １４．９

６年 １，５０７ １，２３０ １５．０

７年 １，５５２ １，４６３ １４．０

８年 １，５２５ １，５４７ １５．６

９年 １，６５６ １，５８６ １５．４

１０年 １，７９３ １，７０８ １３．０

１１年 １，８０２ １，９１４ １４．５

１２年 ２，０６３ ２，０９２ １３．６

１３年 ２，１１９ ２，０９４ １３．５

１４年 ２，３２１ ２，２１０ １２．０

（注：平成１４年は概数値）

２．労働関係仮処分事件

・ 新受・既済件数及び平均審理期間（全国地裁）

（ ）年 度 新受件数 既済件数 既済事件の平均審理期間 月

平成 ３年 ３９２ ３７７ ４．９

４年 ４８５ ４７８ ４．６

５年 ６４２ ５８８ ３．７

６年 ８０４ ７４６ ３．７

７年 ６９６ ７５３ ４．２

８年 ６８６ ６８４ ４．０

９年 ７０５ ６９８ ４．４

１０年 ７９２ ７６１ ３．５

１１年 ８１５ ８５３ ３．７

１２年 ６８２ ７００ ３．８

１３年 ７０８ ７０７ ３．７

〔資料出所：最高裁判所調べ〕
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少額訴訟の概況

・ 少額訴訟の事件数及び平均審理期間（全国簡裁）

（ ）年 度 新受件数 既済件数 既済事件の平均審理期間 月

平成１０年 ８，３４８ １．５－

１１年 １０，０２７ １．６－

１２年 １１，１２８ １．６－

１３年 １３，５０４ １３，２０５ １．６

cf.通常訴訟 ３０５，７１１ ３０１，９９７ ２．０

（ ）平成１３年

〔資料出所： 平成１３年 司法統計年報」等〕「


















































